
別記様式（用紙 日本産業規格Ａ４縦型） 

 

森の力再生事業の実施に関する協定書 

 

 

（協定の目的） 

第１条 静岡県  農林事務所長      （以下「甲」という。）、権利者        （以

下「乙」という。）及び整備者       （団体の名称及び代表者名）（以下「丙」という。）

は、第３条に掲げる森林を針葉樹及び広葉樹の混交林又は多様性のある広葉樹林等へ誘導する

ことにより、土砂災害の防止、水源の涵養など森林が発揮すべき公益的機能を回復させるため、

その事業の速やかな実施と事業実施後の適正な管理を三者が協力して確保することを目的に、

次の条項により協定を締結する。 

 

（協定の期間）                                

第２条 この協定の期間は、協定の締結の日から  年  月  日までとする。 

２ この協定の目的の達成上特に必要のある場合は、甲乙丙協議のうえ、この協定を更新するこ

とができる。 

 

（協定の対象とする森林） 

第３条 この協定の対象とする森林（以下「対象森林」という。）は次に掲げるとおりとする。 

森林の権利者 

氏 名 
森林の所在地 備考 

   

   

   

 

（役割） 

第４条 甲乙丙は、対象森林について、第１条の目的を達成するため、次項以下の役割を担うも

のとする。 

２ 甲は、乙丙が協力して行う森林整備及び森林整備後の管理（以下「整備等」という。）に対し

て、その適正な実行のための支援を行うとともに、その効果が発揮されるよう助言及び情報の

提供並びに関係者等との連絡調整に努めるものとする。 

３ 乙は、対象森林が広く県民に影響をもたらすことを自覚し、丙に森林整備を委ねるとともに、

丙の協力のもと森林整備後の適正な管理（以下「管理」という。）を行うものとする。 

４ 丙は、対象森林が広く県民に影響をもたらすことを認識し、地域における森林整備及び管理

の担い手として、乙に代わり適正な森林整備を行うとともに、乙と協力して適正な管理に努め

るものとする。 

 

（森林整備の内容） 

第５条 甲は、静岡県森の力再生基金条例、静岡県森の力再生事業費補助金交付要綱及び静岡県

森の力再生事業実施要綱（以下「要綱等」という。）に基づき、丙が実施する次項に規定する森



 

 

林整備（以下「整備」という。）に対し、丙に補助を行うものとする。 

２ 前項の丙が実施する整備の内容は、次に掲げる整備であって、要綱等に定める整備計画書に

基づくものとする。 

（１） 環境伐（広葉樹の自然発生を目的に、対象森林のおおむね 35％にあたる材積のスギ、ヒ

ノキの人工林を伐採するものをいう） 

（２） 整理伐（適正な立木密度への誘導や樹種の転換を図るために、竹林、広葉樹林等を伐採す

るものをいう） 

（３） 倒木又は倒木の恐れのある立木の処理 

（４） 渓畔林整備（渓流沿いに生育する立木又は渓流内の倒木が、台風や豪雨によって土砂とと

もに河川へ流出することを未然に防止するために行う、スギ、ヒノキの伐採等をいう） 

（5） 伐採木竹等の林地外への流出を防止するための集積、破砕、搬出等の林内の整理 

（6） 広葉樹の植栽 

（7） 土砂の流出や土壌の侵食を防止するための簡易な木竹製の構造物の設置 

（8） 整備作業の安全性、効率性を確保するための簡易な作業路の設置 

（9） その他、知事が必要と認めるもの 

３ 乙は、整備について、この協定及びその他の書面をもって丙に委託するものとする。 

４ 丙は、第１条の目的をふまえ、誠意をもって適正な整備を実施するものとし、乙はこれに協

力するものとする。 

５ 丙は、整備について、その一部を第三者に委託する場合は、あらかじめ甲乙の了解を得るも

のとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 乙及び丙は、要綱等に基づき連名により甲に対して補助金の交付を申請するものとする。 

２ 丙は整備に要する経費を負担し、乙は整備に要する経費を負担しないものとする。 

３ 丙は整備に要する経費に係る補助金を請求する権利を有し、乙は当該権利を有しないものと

する。 

４ 協定の期間中に生じる対象森林に係る公租公課、若しくは林道その他公共施設の設置に伴い

課される受益者負担金は、乙が負担するものとする。 

５ 協定の期間中、整備後の対象森林の適正な管理に要する費用は、乙及び丙が負担するものと

する。 

６ その他の費用の負担については、甲乙丙協議のうえ定めるものとする。 

 

（乙の協力） 

第７条 甲が、協定の期間中において、整備の効果を確認するために行う調査・研究のため、対

象森林内への調査地の設定及び立ち入り等を申し出たときは、乙は可能な限り協力するものと

する。 

２ 乙は、整備を行ったことを示す標示板を、甲が設置することを申し出たときには、協定の期

間中、その設置に可能な限り協力するものとする。 

３ 乙は、対象森林の境界及び所有権等の権利に関し、第三者から異議申立があった場合には、

その処理解決にあたるよう努めるものとする。 



 

 

４ 乙は、協定の期間が終了した後においては、第１条の目的が達成されるよう適正な管理に努

めるものとする。 

（伐採木の取り扱い） 

第８条 丙は、整備により伐採した樹木のうち事業の目的を達成するために対象森林内で利用し

たもの及び事業目的上対象森林の区域外に搬出するものを除き、対象森林の区域内に残置する

ものとする。ただし、乙が自らの責任と費用により、伐採された樹木を搬出及び利用する場合

には、これを妨げない。 

 

（対象森林等に生じた損害） 

第９条 協定の期間中に、天災その他丙の責に帰し得ない事由により対象森林等に生じた損害に

ついては、甲及び丙はその責任を負わない。 

２ 整備により、対象森林の林相が著しく変化したり、又は立木その他に損害を生じた場合であ

っても、甲及び丙はその責任を負わない。 

３ 協定の期間中に、天災等により対象森林等に損害が生じた場合は、第４条に定める役割に基

づき、三者が協力して対応するものとする。 

 

（整備後の行為） 

第10条 乙及び丙は、相互の協力のもと、第１条の目的が達成されるよう、整備計画書に次に掲

げる事項に係る役割分担及び手法について明記し、協定の期間中、対象森林の適正な管理に努

めるものとする。 

（１） 対象森林の現況把握 

（２） 整備の効果が減退する恐れのある状況を発見したときの甲への報告 

（３） 整備の効果の発揮のための甲への提案 

（４） その他整備の効果の発揮のために行う管理 

２ 協定の期間中に、乙又は丙が、整備結果を変更する行為（以下「変更行為」という。）を行お

うとする場合は、乙又は丙はあらかじめ甲の同意を得るものとする。ただし、整備計画書に基

づく管理に伴う変更行為を行おうとする場合は、この限りではない。 

３ 甲は、前項の同意をする場合、整備の効果が減退すると判断するときは、乙又は丙に対して、

甲が対象森林の整備のために負担した経費の額を上限とする額の甲への支払いを、同意の条件

として付すことができる。 

４ 協定の期間中に、整備の効果として、対象森林に著しい経済的価値が発生した場合の処分に

ついては、甲乙丙が協議のうえ、これを定めるものとする。 

５ 丙は、整備を完了した日から起算して３年を経過する日の属する年度の11月末日までに、当

該年度における対象森林の状況を、知事が別に定めるところにより、甲に提出するものとする。 

 

（協定の承継等） 

第11条 協定の期間中に、対象森林の所有権等の移転があった場合には、乙は所有権等の移転を

受けた者に対しこの協定の承継を行い、速やかに甲丙に届け出るものとする。また、相続によ

り所有権等の移転を受けた者は、この協定を承継し、速やかに甲丙に届け出るものとする。 

２ 前項の場合において、所有権等の移転を受けた者がこの協定の承継を拒んだ場合には、甲が



 

 

対象森林の整備のために負担した経費の額を上限として甲が提示する額を、乙は速やかに甲に

支払うものとする。また、相続により所有権等の移転があり所有権等の移転を受けた者がこの

協定の承継を拒んだ場合には、甲は当該所有権の移転を受けた者に請求するものとする。 

３ 丙が組織の解散等により協定の履行が困難となった場合には、要綱等に規定する実施主体と

なり得るものはこの協定の承継を行い、速やかに甲乙に届け出るものとする。 

４ 乙は、丙が３の規定による届出をせず、組織の解散等により協定の履行が困難となった場合

には、要綱等に規定する実施主体となり得るものを選出し、当該者にこの協定の承継を行い、

速やかに甲に届け出るものとする。 

５ 乙又は丙は、協定の期間中に、住所（法人にあっては所在地）又は氏名（法人にあっては名

称）に変更があった場合は、速やかにこれを甲に書面で通知するものとする。ただし、代表者

の氏名のみに変更があった場合は、この限りではない。 

 

（特別の事情による協定の失効） 

第12条 次の各号に掲げる場合においては、この協定の全部又は一部についてその効力を失う。 

（１） 対象森林の全部又は一部が公用、公共用又は公益事業の用に供されるとき。 

（２） 天災その他当事者の責に帰し得ない事由により対象森林（木竹が集団して生育している土

地及びその土地の上にある立木竹）の全部又は一部が滅失したとき。 

（３） 甲が、要綱等に基づく丙に対する補助金の交付の決定を取り消したとき。 

 

（疑義の決定） 

第13条 この協定に関し疑義のあるとき、及びこの協定に定めのない事項については、甲乙丙協

議のうえ定めるものとする。 

 

 上記協定を証するため、この協定書３通を作成し、甲乙丙それぞれ自署又は記名押印のうえ、

各自その１通を保有するものとする。 

 

  年  月  日 

甲 静岡県   農林事務所長      ◯印 

 

乙 住 所 

氏 名               ◯印   

 

 

丙 住 所 

氏 名               ◯印  

 

 

法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

氏名（法人にあっては、代表者の氏名）

を自署する場合は、押印は不要です｡ 

法人にあっては、その 

名称及び代表者の氏名 

法人にあっては、その 

主たる事務所の所在地 

（注）同一林分において複数の権利者が権利を共有している森林にあっては、整備等に係る代表者が権利者間で 

定まっている場合に限り、乙の住所、氏名欄に「本人兼△△他□名代表○○」と記載する。 


